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養老鉄道マイレールチケットについて

国民年金保険料の「口座振替　前納」について
　国民年金保険料の口座振替には「２年前納」「１年前納」「６カ月前納」「当月末振替」「翌月末振替」の５種類の振
替方法があります。
　「前納」を利用すると保険料がお得になります。たとえば「２年前納」を利用すると毎月納付（翌月末振替）する場合
に比べ、２年間で15,790円の割引になります。

○２年、１年、６カ月前納の申込期限は毎年２月末日です

　「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書兼国民年金保険料振替依頼書」※に必要事項を記入し、ご希望の金融
機関（郵便局を含む）の窓口または大垣年金事務所（郵送も可）へご提出ください。振替依頼書には 基礎年金番号（年
金手帳、基礎年金番号通知書や納付書などに記載）の記入と金融機関届出印の押印が必要です。

※振替依頼書は 金融機関、大垣年金事務所、養老町役場 の窓口や日本年金機構ホームページから入手できます

広報ようろう　2023.1.115


